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令和７年度 国東市国民健康保険事業計画 

 

令和７年４月１日 

 

 

１．計画の目的 
 

 本事業計画は、国民健康保険運営の安定化を図るため、国保税収納率向上や医療費適正

化対策、保健事業などの主要事業を計画的かつ効率的に実施するため策定するもの。 

 

２．主要事業 
 

（１）収納率向上対策 
 

    【国民健康保険税収納率（一般＋退職）】                   （単位：％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

現 年 98.44 98.67 98.32 98.62 97.83 98.50 

過 年 26.50 23.46 25.45 23.17 22.47 28.00 

計 87.00 87.00 89.98 91.02 91.66 87.00 

 
 

① 体制の強化 

・県や国保連が開催する研修会等に参加するとともに、職場内での研修等を実施し、

徴収担当職員の資質向上を図る。 

・「滞納整理強化月間」を設けるなど適時・適切な取組を実施し、未収額の圧縮を図

る。 

区分 取組み内容 

１２月 県下一斉徴収強化月間 各資格担当課と連携し、電話催告を実施。 

４月 
滞納整理強化月間 

出納整理期間中の４～５月に処分予告書の

送付及び強制処分実施。 ５月 

 

・国保資格担当職員と課税・徴収担当職員との連携を密にし、資格管理情報と課税、

納税情報を互いに共有し、収納率向上を図る。 
 
 

② 納期内納付の推進 

・新規加入手続時や納税相談時などの機会を活用して、確実な納付に繋がるよう、口

座振替依頼書を渡すとともに、市報等を活用し口座振替の推進を一層強化する。 
 
 

   【口座振替世帯率】 ※納付実績に占める口座振替の割合    （単位：世帯、％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

振替率 33.15 33.45 31.47 40.04 30.53 35.00 

（出典：国民健康保険実施状況報告） 
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・コンビニでの納付やスマートフォンアプリを使用した納付など、幅広い納付方法が

可能である旨を、市報等活用し、また、納付書送付時などで広く周知する。 

・保険税の納期内納付に対する理解を高めるため、市報やホームページ等を活用した

広報を実施する。 
 

③ 滞納整理・処分、執行停止 

・滞納者の財産状況や生活状況等に応じて、電話催告・文書催告などを効果的に行い、

早期収納を図る。 

発送月 取組み内容 

毎月 納期限後２０日以内に督促状を送付 

１１月 現年度分一斉催告 

随時 担当者ごとに文書催告を実施 

・１２月の徴収強化月間に併せ、税務課と国保資格担当課で連携し、夜間電話催告を

実施する。 

・財産調査を実施し、滞納者の納付能力等の判断及び滞納原因を把握する。 

・債権（預貯金、生命保険等）差押を中心とした滞納処分を強化するとともに、動産、

不動産の差押も実施し、機を逸することなく滞納整理を行う。 

・滞納者の財産状況、滞納原因等を踏まえ、滞納処分の執行停止を行うべきものにつ

いては、迅速かつ適正な処理を行う。 
 

④ 特別療養費の支給 

・納付催告、納税相談等に応じない者に対しては、税の公平負担の観点から特別療養

費の支給へ変更する旨の通知を送付する。 
 

⑤ 納税相談 

・保険税の適切な収納確保のため、被保険者の生活状況等に配慮した納税相談を随時

実施する。 
 
 

⑥ 他機関等との連携 

連携機関 連携内容 

県税事務所 研修講師としての招聘、指導・助言 

他市町村 相互併任(併任職員、滞納整理・捜索の共同実施等) 

 

（２） 適用適正化対策 
 
 

① 保険資格重複適用者対策 

・日本年金機構との連携を図り、第１号・第３号被保険者資格喪失者一覧表を活用し、

厚生年金保険等の資格取得者に対して、保険資格の異動手続きを促す。 

・オンライン資格確認システムによる資格重複チェックリストを活用し、社会保険等

加入者に対して、保険資格の異動手続きを促す。 

・異動手続きの勧奨通知発送後、期限を超過してもなお未手続の場合には、職権処理

を行う。 
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② 居所不明被保険者対策 

・資格確認書、資格情報のお知らせ、納税通知書、督促状、医療費通知等の返戻分に

ついて調査票を作成のうえ実態調査を実施する。関係課と情報共有を行い、被保険

者の転居等が判明した場合には、国保台帳から消除するとともに、住民票担当課に

対して住民登録の職権抹消を依頼する。 
 

③ 適正賦課 

・税務担当課と連携して適正な所得の把握を図るとともに、所得申告の指導を徹底す

る。 

・未申告者に対しては国保税の軽減措置が講じられないなど、申告の必要性について、

窓口、ホームページ等を通じて被保険者に周知する。 

 

 

（３） 医療費適正化対策 
 

① レセプト点検 

・国保連合会にレセプト点検を委託し、医療機関から請求されるレセプトの内容や国

保資格を点検し、適正な医療費の支払に努める。 

・介護保険給付との重複請求等について確認する。 

・月例事務の事後処理として、過誤調整や再審査請求、不当利得等に伴う返還請求、

第三者行為に伴う損害賠償請求等を実施する。 

 
 

【点検効果額】                            （単位：千円） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

効果額 2,256 4,909 ― ― ― ― 

                       （出典：国民健康保険実施状況報告） 
  
 

② 医療費通知 

  ・保険医療機関等で治療を受けた際の医療費負担について医療費総額等を通知する。

加入者の健康管理や国民健康保険事業への認識等を深めていただき、さらに医療費

の適正化に繋がるよう啓発する。（年６回通知） 

 

③ 重複・頻回受診の是正 

・国保連から提供される「多受診者一覧表」やレセプト点検調査から重複・頻回受診

者を抽出し、対象者に対する指導通知書の発送及び訪問指導を実施する。 
 

    ※１．重複受診者：同一傷病について、同一診療科目の複数の医療機関に同一 

月内に受診している方 

２．頻回受診者：同一傷病について、同一月内に同一診療科目を多数回受診  

している方 

３．重複服薬者：同一月内に、複数の医療機関から同一の薬効の薬剤投与を 

受けている方 
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④ 第三者行為求償 

・交通事故等による第三者行為に係る求償事務については、直接的に医療費の適正化

に繋がることから積極的に実施する。 

・県等が開催する研修会に積極的に参加する。 

・第三者行為の疑いのあるレセプトを抽出し、被保険者に確認を行う。 

・交通事故等により健康保険を使用する場合の届出を確実に行うように周知する。 
 
 

    【第三者行為求償等】                      （単位：％、日） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

自主的提出率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

平均日数(日) 121.42 127.00 108.00 78.00 1066.00 90.00 

早期提出割合

（％） 
 - 0.00 33.33 0.00 50.00 

勧奨の取組効果

（％） 
 - 0.00 100.00 100.00 100.00 

「第三」記載率

（％） 
 - 100.00 100.00 100.00 100.00 

1. 自主的提出率（％） ：傷病届の自主的提出率 

2. 平均日数（日）   ：傷病届受理日までの平均日数 

3. 早期提出割合（％） ：傷病届の早期提出割合 

4. 勧奨の取組効果（％）：勧奨後の傷病届早期提出割合 

5. 「第三」記載率（％）：レセプトへの「10．第三」の記載率 

 
 
 
 

⑤ 後発医薬品の使用促進(差額通知) 

  ・先発医薬品との差額が、被保険者の負担額で２００円以上ある方に対し、差額を通

知することにより、可能な限り後発医薬品を選択してもらい、患者負担の軽減、医

療保険財政の改善に資する取組として差額通知を送付する。（年３回通知） 

 

    【後発医薬品使用率（数量ベース・新指標）】                （単位：％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

使用率 82.4 82.8 83.0 84.8 83.0 83.0 

   ※新指標：後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品中の後発医薬品使用割合 

       （保険請求のあった薬局の所在する市町村） 

                       （出典：国保連合会作成保険者別統計資料） 
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⑥ 柔道整復療養費の適正化 

・広報紙やリーフレット配布などにより保険給付の範囲等について広報を行い、被保

険者の関心を高め、適正受診を推進する。 

・多部位、長期又は頻度が高い施術患者に対して、負傷部位や原因の調査等を実施し、

患者に対する適正受診の指導等を行う。 

・申請内容に疑義のある施術所を対象に、患者調査を実施する。 

 

 

（４）保健事業 
 

① 調査・分析 

・国保連合会のＫＤＢデータ等を用いて、疾病状況や生活習慣等を調査・分析したう

えで、「データヘルス計画」に基づき、健康課題の解決に向けて的確な保健事業を

実施する。 
 

② 特定健康診査 

・生活習慣病の発症や重症化を予防するとともに、内臓脂肪症候群に着目した保健指

導の対象者を的確に抽出するため、「特定健康診査実施計画」に基づき、４０歳以

上の被保険者を対象とする特定健診を実施する。 

・健診結果に数値の持つ意味の説明を添えて、速やかに受診者へ提供する。 

・未受診者に対し文書や電話、訪問等による受診勧奨を行い、実施率の向上を図る。 

・休日の実施など受診機会を増やすとともに、医師会と連携した取組を実施する。 

・先進事例を積極的に学び、さらなる実施率向上の方法を検討する。 

 

    【特定健診実施率】                             （単位：％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

実施率 50.0 52.1 53.7 52.6 60.0 60.0 

              （出典：特定健診受診等の実施状況に関する結果 法定報告） 

 

③ 特定保健指導 

・内臓脂肪症候群に着目し、その原因となっている生活習慣を改善するための指導を

行うことにより、対象者が自ら生活習慣を見直し、健康的な生活を維持することが

できるよう特定保健指導を実施する。 

・医療機関への受診勧奨及び生活環境についてのアドバイスを提供する。 

・未利用者に対し文書や電話、訪問等による受診勧奨を行い、実施率の向上を図る。 

・県や国保連が開催する研修会等に積極的に参加するとともに、職場内での研修等を

実施し、指導担当職員の資質向上を図る。 
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    【特定保健指導実施率】                          （単位：％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

実施率 61.5 62.0 73.5 67.2 75.0 75.0 

（出典：特定健診受診等の実施状況に関する結果 法定報告） 

 

④ 生活習慣病重症化予防 

・生活習慣病の発症・重症化予防のための集団教育や、個別の保健指導を実施する。 

・生活習慣病の未治療や治療中断の被保険者を医療機関に繋ぐため、早期の受診勧奨

を実施する。 

  

 【生活習慣病有病率等】                            （単位：％） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

生活習慣病有病率 41.74 45.57 45.38 46.23 45.79 41.00 

うち脂質異常症 20.87 23.31 22.64 24.37 23.34 20.00 

うち高血圧症 25.49 28.74 28.07 29.20 27.95 25.00 

うち虚血性心疾患 4.69 4.71 4.88 5.07 4.84 4.50 

うち脳血管疾患 3.63 3.99 3.82 4.02 3.80 3.50 

うち糖尿病有病率 13.59 15.08 15.16 15.42 14.83 13.00 

糖尿病による人工透析率 0.21 0.15 0.16 0.21 0.29 0.10 

喫煙率 13.30 11.80 11.70 11.80 12.40 11.00 

※糖尿病による人工透析率；糖尿病有病者のうち人工透析を行っている方の割合 

（出典：MAP 地区統計情報システム順位表、KDB ※各年度 5 月診療分） 

 
 

⑤ 糖尿病性腎症重症化予防 

・糖尿病から人工透析への移行を予防・遅延させるため、医療機関等と連携しながら

保健指導を行う。 
 

    【人工透析者数】                             （単位：人） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標） 

人工透析者数 41 35 37 34 37 － 

うち糖尿病有病者 15 16 11 13 18 13 

うち新規人工透析者数 2 2 7 3 9 3 

 
 

⑥ 重複・頻回受診者に対する訪問指導(再掲) 

・レセプト点検調査から重複・頻回受診者を抽出し、対象者に対する指導通知書の発

送及び訪問指導を実施する。 
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（５）広報啓発 
 

① 広報紙の活用 

・市報を活用し国保制度の概要等についての周知を図る。 

  ・生活習慣病の予防を目的に野菜摂取普及啓発のため、管理栄養士がテーマを決めて 

 考案した国保発健康応援レシピを発行し、全世帯へ配布するほか、窓口に配置する。 
 
 

② インターネットの活用 

・市ホームページで国保制度の概要等についての周知を図る。 

・市ホームページでマイナ保険証について周知を図る。 
 
 

③ リーフレット等の活用 

  （小冊子） 

・国保事業全般について被保険者に分かりやすく解説した小冊子を作成し、窓口等で

の制度説明時に配布し対面説明に活用する。 
 
 

  （リーフレット等） 

・後発医薬品の使用促進リーフレット等を、資格確認書等の更新時に同封し郵送する

ほか、加入手続時に窓口で配布し、取組の促進を図る。 

 

 

（６）保健医療福祉部門との連携 
 

① 健康増進部門との連携 

  ・市民の健康づくりという観点から、健康増進部門との連携を強化し、各事業を推進 

する。 

  ・市民を対象にしたがん検診と特定健康診査を一体的に実施することで、双方の受診

率向上を図る。 
 

② 在宅医療・介護部門との連携 

  ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について、庁内連携会議を開催し、連携

体制の強化と円滑な事業の計画・推進を行う。 

  ・ＫＤＢデータ及びレセプトデータを活用し、健康寿命を延ばす事業実施のため介護

保険担当課と情報共有する。 

 
 

 

（７）大分県国民健康保険に係る連携 

     平成３０年度の国保広域化後も、納付金の算定や市町村事務の標準化など円滑な制

度運営が行えるよう、県や他市町村、関係機関との協議を進める。 

 

 

３．評価 
 

 上記２に掲げる各種対策事業の実施状況を評価し、保険税収納率向上、適用の適正化、

医療費適正化対策や保健事業などの推進を図るため、必要に応じて取組内容の見直しを

行う。 
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４．財政状況等 

（１）経理状況                                （単位：円） 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

単年度収入① 3,918,598,525 3,763,665,125 3,708,190,515 3,494,144,523 

基金繰入金② 0 0 0 70,000,000 

繰越金③ 99,595,866 128,163,809 128,166,986 89,535,573 

収入総額 

④=①+②+③ 
4,018,194,391 3,891,828,934 3,836,357,507 3,653,680,096 

単年度支出⑤ 3,846,885,582 3,759,816,948 3,741,637,928 3,602,669,561 

基金積立金⑥ 43,145,000 3,845,000 5,184,000 4,329,000 

前年度繰上充用額⑦ 0 0 0 0 

公債費⑧ 0 0 0 0 

支出総額 

⑨=⑤+⑥+⑦+⑧ 
3,890,030,582 3,763,661,948 3,746,821,928 3,606,998,561 

単年度収支差引額 

（経常収支） 

A=①-⑤ 

71,712,943 3,848,177 △ 38,631,413 △ 108,525,038 

収支差引合計 

（収入総額-支出総

額） 

B=④-⑨ 

128,163,809 128,166,986 89,535,573 46,681,535 

翌年度繰上充用額 X 0 0 0 0 

翌年度繰上充用額の

増加額 X’ 
0 0 0 0 

収支差引額 

Y=B+X 
128,163,809 128,166,986 89,535,573 46,681,535 

国庫支出金精算額 C △ 13,643,454 △ 49,735,023 △ 59,149,417 △ 89,411,257 

単年度収支差引額 

（国庫精算後） 

D=A+C 

58,069,489 △ 45,886,846 △ 97,780,830 △ 197,936,295 

収支差引合計額 

（国庫精算後） 

E=B+C 

114,520,355 78,431,963 30,386,156 △ 42,729,722 

一般会計法定外繰入

金のうち決算補填等

目的分 F 

0 0 0 0 

実質的赤字 

G=B-F 
128,163,809 128,166,986 89,535,573 46,681,535 

実質的赤字 

I＝D-F 
58,069,489 △ 45,886,846 △ 97,780,830 △ 197,936,295 

解消すべき赤字額 

J=F+X’ 
0 0 0 0 

 ※G・I 欄はマイナスの場合赤字 
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 （２）国民健康保険税率                           

区 分 医療分 後期分 介護分 合計 

所得割 8.40％ 2.50％ 2.20％ 13.10％ 

均等割 23,600 円 7,900 円 8,300 円 38,000 円 

平等割 16,200 円 7,200 円 5,800 円 29,600 円 

賦課限度額 66 万円 26 万円 17 万円 109 万円 

     ※直近の税率変更の時期：令和７年度、賦課限度額の変更時期：令和７年度 

 

 

（３）基金の状況                              （単位：円） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

積立額 43,145,000 3,845,000 5,184,000 4,329,000 371,000 

取崩額 0 0 0 70,000,000 74,000,000 

年度末残高 405,639,572 409,484,572 414,668,572 348,997,572 275,368,572 

 
 


